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これまでの議論における主な意見について①

＜認知症対応型共同生活介護について＞
○ 医療ニーズへの対応について、グループホームへの看護職員の配置は、施設規模や役
割などから過剰にならないように、外部サービスとの連携を進めることで対応すべきで
はないか。

○ 可能な限りグループホームで暮らし続けることができるよう、医療との連携において、
看護師の配置により体制を整備をしている事業所の評価が必要ではないか。

○ 入居者が重度化しており、看取りまでできる体制整備が必要ではないか。

○ 歯科医療機関と連携して口腔衛生管理に取り組むことは有効であるため、口腔ケアに
積極的に取り組めるプロセスを評価することが必要ではないか。

○ グループホームでは、入居前からのかかりつけ医が入居後もそのまま診ていることが
多いため、利用者の医療機関への通院にかかる対応を評価すべきではないか。

○ グループホームは小規模であるために運営は厳しく、経営的にはある程度の規模が必
要ではないか。

※ 第147回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいては、日本認知症グループホーム協会から、「１．①地

域の認知症ケア支援拠点に対する評価」、「１．②短期利用認知症対応型共同生活介護の要件緩和」、「２．①入退院支援
のための適切な取組みの評価」、「２．②口腔衛生管理の評価」「３．人材確保のための職員配置の弾力的な運用」、「４．低
所得者対策の充実」、「５．経営の安定化」について要望があった。
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＜認知症対応型通所介護について＞
○ 認知症デイは、認知症の日常生活自立度が重い方やＢＰＳＤ等の症状が強い方であっ
ても対応できる体制整備を進め、地域密着型デイとの違いを明確にすべきではないか。

○ 認知症デイについては、役割分担というより、類型自体を見直して各サービスの役割
分担を考え直す必要があるのではないか。

○ 共用型認知症デイは、介護報酬が低いため回数多く利用でき、また認知症に詳しい職
員が対応するため、事業者が取り組めるような方策があればよい。

○ 地域密着型サービスであっても、近隣の市町村からの受入も可能にして、利用者を確
保できるようにする必要があるのではないか。

＜その他＞
○ 認知症の人は要介護度が高いほど、認知症が重度ということではないので、認知症の

程度に応じた報酬設定も検討すべきではないか。

○ 認知症の利用者が地域の中で社会的な活動ができるような仕組みづくりが必要ではな
いか。
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これまでの議論における主な意見について②
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認知症対応型共同生活介護について
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入居者の医療ニーズへの対応について

○ 入居者の状態に応じた医療ニーズへの対応ができるように、より医療ニーズに対応し
たサービス提供体制を確保をしている場合を評価することとしてはどうか。

論点１

○ 医療連携体制加算について、現行の医療連携体制加算は維持した上で、協力医療機関
との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を評価するための区分を新設してはど
うか。

○ 具体的な算定要件は、以下のとおりとしてはどうか。
① 事業所の職員として看護師を常勤換算で１名以上配置していること
② たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること

※上記に加えて、下記の現行の加算要件と同様の要件を満たす場合に算定を認める。

① 事業所の職員である看護師、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携に
より、24時間連絡できる体制を確保していること。

② 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容
を説明し、同意を得ていること。

対応案
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医療連携体制加算の算定要件【現行】

【参考１】医療連携体制加算の概要
＜算定要件＞
イ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステー

ションとの連携により、看護師を１名以上確保していること。
ロ 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。
ハ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を
説明し、同意を得ていること。

＜単位数＞
39単位／日

【参考２】医療連携体制加算の算定率
・80.9％ （出典）介護給付費等実態調査 平成29年４月審査分
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医療連携体制加算の取得状況

○ 80.6%の事業所が医療連携体制加算を取得。算定要件である看護師の確保方法は、「事業所で非常勤
の看護師を雇用」が30.8% ,「同一・関連法人外の訪問看護ステーションと契約」が19.1% 。

○ 契約している病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師による訪問は、60.1％の事業所で月4日
以内となっている。

■ 医療連携体制加算の算定状況（N=1863)

■ 医療連携体制加算の算定要件に係る体制（複数回答、N=1501)

出典：平成29年度介護報酬改定検証・研究調査「認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業」（速報値）

■ 病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師によ
る訪問日数（2017年7月）（N=933)
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7.5
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1.9
2日
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3日

1.5

4日

40.3

5日
7.4

6～10日

17.1

11～15日

4.2

16～20日
3.8

21～25日

1.8

26日以上
3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師によ
る訪問実績・平均滞在時間(N=863)
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34.5

23.4

19.9

5.8

3.5

1.1

0.6

0.5

13.2

0 10 20 30 40

医療ニーズの増加

長期入院

ＡＤＬの低下

ＢＰＳＤの悪化

ＡＤＬの改善

ＢＰＳＤの改善

医療ニーズの軽減

自宅での看取りの準備

その他

n=2,718 （％）

【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ グループホームから退居の判断に至った背景で「医療ニーズの増加」が最も多く、次いで「長期
入院」となっており、医療的ケアの必要性が大きな要因となっている。

【ＧＨから退居の判断に至った背景（ｎ：退去者数）】

認知症グループホームからの退居要因
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出典：平成29年度介護報酬改定検証・研究調査「認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業」（速報値）

■ 対応している事業所の割合が高い医療ニーズ（複数回答、N=1863)

医療ニーズへの対応状況①

○ 医師の指示に基づき看護師が対応等している医療ニーズとして、医療連携体制加算を算定している
事業所の中でも、「自事業所で常勤の看護師が対応している」事業所と「外部との連携により看護師
が対応」している事業所では対応できる医療ニーズに差異がみられる。
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対応あり（％）
N=1863

医療連携体制加算を算定しており、
医療ニーズへの対応あり（％）

平均利用者数
（人）

事業所で常勤の
看護師（管理者
以外）が対応

N=196

外部との連携で
看護師が対応

N=745

健康状態の観察 80.6% 93.9% 85.5% 12.7

療養環境の確認と助言 52.5% 58.2% 59.2% 12.4

服薬支援 41.3% 76.0% 28.7% 12.3

摘便 32.2% 53.6% 29.7% 2.2

療養上の世話 29.5% 52.0% 21.6% 11.7

じょくそうの処置 25.4% 36.2% 25.0% 1.9

浣腸 25.2% 40.3% 24.0% 2.3

創傷処置 24.2% 38.8% 21.1% 2.3

ターミナルケア 14.0% 20.4% 13.8% 1.9

静脈内注射（点滴含む） 11.0% 19.9% 11.4% 2.0

喀痰吸引 9.7% 26.5% 8.2% 1.3

簡易血糖測定 9.7% 17.9% 7.7% 2.3

リハビリテーション 8.3% 16.3% 6.4% 6.0

カテーテル（尿道留置カテーテル・コンドームカテーテル）の管理 7.0% 13.3% 7.5% 1.4

疼痛管理（麻薬なし） 5.8% 10.7% 3.8% 2.2

インスリン注射 5.4% 11.7% 5.2% 1.8

皮内、皮下及び筋肉内注射（インスリン注射を除く） 4.9% 8.2% 5.4% 2.5

酸素療法（酸素吸入） 4.7% 11.7% 4.2% 1.2

持続モニター測定（血圧・心拍・酸素飽和度等） 4.0% 3.1% 4.8% 12.7

導尿 3.2% 6.1% 3.4% 2.2

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）の管理 3.1% 6.6% 3.4% 2.1

膀胱洗浄 2.5% 4.6% 2.4% 1.6

胃ろう・腸ろうによる栄養管理 1.7% 4.6% 1.7% 1.2

ネブライザー 1.3% 2.0% 0.5% 1.1

透析（在宅自己腹膜灌流を含む）の管理 1.0% 0.5% 1.5% 1.5

疼痛管理（麻薬使用） 0.9% 1.5% 0.5% 2.7

経鼻経管栄養 0.5% 1.5% 0.7% 1.2

中心静脈栄養 0.5% 1.0% 0.7% 1.0

気管切開のケア 0.1% 0.0% 0.0% 1.0

人工呼吸器の管理 0.1% 0.5% 0.0% 5.3

その他 2.7% 1.5% 3.4% 1.8
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医療ニーズへの対応状況②

○ 退居の原因となった、事業所が対応できなかった医療ニーズは、療養上の世話が24.7%、健康状態の
観察が19.3%、ターミナルケアが18.7%、喀痰吸引が18.1%、酸素療法が13.5%、胃ろう・腸ろうと静脈
内注射が13.0%、療養環境の確認と助言が12.4%、経鼻経管栄養が10.3%、中心静脈栄養が7.4% 。

出典：平成29年度介護報酬改定検証・研究調査「認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業」（速報値）

■ 直近1年で対応できなかった医療ニーズ（複数回答)

事業所数（N=653） 退居者数（N=1350）
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10

入居者の入退院支援の取組について

○ 認知症の人は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出
現につながりやすいため、入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組み
を評価することとしてはどうか。

論点２

○ 入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体
制を整えている場合には、介護老人福祉施設を参考に、１月に６日を限度として一定単
位の基本報酬の算定を認めることとしてはどうか。

○ 現行の初期加算では、過去３カ月以内に当該事業所に入居したことがある者は、算定
の対象としていないが、医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再入居する場合も
初期加算の算定を認めることとしてはどうか。

対応案

【参考１】介護老人福祉施設における入所者が入院等したときの費用の算定
○ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、１月
に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最
終日は、算定できない。

【参考２】初期加算の概要
＜算定要件＞
① 入居した日から起算して30日以内の期間について加算する。
② 当該入居者が過去３月間の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できる。
（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１月間とする。）

＜単位数＞ 30単位／日
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4.4%

20.5%

29.3%
7.4%4.8%

33.7%

BPSDの悪化

外傷（転倒、骨折等）

呼吸器の病気（肺炎、気管支

炎等）

脳卒中（脳出血、脳梗塞等）

心臓病

その他

6.3%

11.7%

24.3%

35.1%

18.2%

4.5%

3日以内

1週間以内

2週間以内

1ヶ月以内

3ヶ月以内

3ヶ月超

【一時的な入院の内訳】
（入院期間） （入院理由）

【出展】平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 過去２年間における一時的に入院した方は、調査対象グループホーム１事業所当たり５．１人
（１事業所当たり入居者数は１３．５人）。

○ 入院理由としては、「呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）」29.3％、「外傷（転倒・骨折等）」
20.5％等が高い割合となっている。

認知症グループホームからの入院
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2.5
0.6

14.0

6.4

2.6

5.7

4.3

24.8

19.4

17.4

2.2

元の自宅

親族の家（子供の家など）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

上記以外の入居施設（有

料老人ホーム等）

精神科病院・一般病院の

精神病床

その他の医療機関

死亡（事業所で看取りま

でおこなった）

死亡（入院先等で亡くなっ

た）

その他

n=4,305

○ 退居先としては「その他の医療機関」が最も多く、精神科病院への入院を合わせると29.1%が退去
先は医療機関であった。
※ 認知症グループホームから退居された方の退居先を集計したものであり、再度、認知症グループホームに戻る
ことは想定されていない。

【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

【ＧＨからの退居先 ｎ：退去者数）】

認知症グループホームからの退居先
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【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 入居者の入院にあたり困難を感じたこととして、「入院が予定より長期化し、空床確保による収
入減少」を挙げる事業所が約半数、また「入院中に認知症が悪化し、特別な対応が必要になった」
と回答した事業所も約３割あった。

【入居者の入院にあたって事業所として困難を感じたこと 【複数回答】（ｎ：事業所数）】

認知症対応型共同生活介護（医療機関との連携①）

48.2 

29.7 

16.4 

16.2 

12.7 

7.4 

3.7 

8.4 

18.2 

10.2 

0 20 40 60

入院が予定よりも長期化し、空床確保に

よる収入減少が大きかった

入院中に認知症が悪化し、特別な対応

が必要になった

入院中に退院の見通し等の情報連携を

うまくとれなかった

受け入れてくれる病院が見つかりにくい

入院中も病院を訪問して身の回りの世

話を頻回に行った

退院時に症状の引継ぎ等の情報連携を

うまくとれなかった

入院中に病院からの呼び出し（入居者

情報の確認等）が頻回にあった

その他

特に困難に感じることはない

無回答

n=703 （％）

13
MC-69



【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 入院に伴う病院との連携について、「入院時に病院又は診療所を訪問して必要な情報を提供して
いる」を約８割の事業所が実施しており、「入院中も必要に応じて退院へ向けてのカンファレンス
（退院計画）に参加している」事業所も約半数を占めている。

【利用者の入院にあたってとられている病院との連携【複数回答】（ｎ：事業所数）】

81.9 

79.7 

44.1 

44.2 

31.7 

3.3 

0.6 

9.8 

0 20 40 60 80 100

退院時に病院又は診療所から必要な情

報を提供してもらっている

入院時に病院又は診療所を訪問して必

要な情報を提供している

退院後も必要に応じて利用者の状態に

ついての情報共有をしている

入院中も必要に応じて退院へ向けてのカ

ンファレンス（退院計画）に参加している

入院時に上記以外の方法により必要な

情報を提供している

その他

特に連携していない

無回答

n=703 （％）

認知症対応型共同生活介護（医療機関との連携②）
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○ 退院時支援として「退院前（入院中）退院に向けた本人への状況確認」を実施した利用者のう
ち、「認知症のため特別な配慮が必要」が24.8％、「内容は変わらないが、認知症による追加的な
支援は必要」35.8％ 。

認知症対応型共同生活介護（医療機関との連携③）

15

■ 退院時の受入に係る支援における、認知症であることによる支援内容の差異
（退院時支援を実施した認知症対応型グループホーム利用者）

(N=2733)

(N=2797)

(N=1556)

(N=1035)

(N=616)

(N=463)

(N=1056)

(N=2496)

(N=1865)

(N=157)

出典：平成29年度介護報酬改定検証・研究調査「認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業」（速報値）
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短期利用認知症対応型共同生活介護の算定要件の見直しについて

○ 現行の短期利用認知症対応型共同生活介護は、事業所の共同生活住居の定員の範囲内
で、空いている居室を利用する場合に限って算定可能としている。

○ 認知症対応型共同生活介護事業所が地域における認知症ケアの拠点として様々な機能
を発揮することを促進する観点から、算定要件を見直してはどうか。

論点３

○ 利用者の状況や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急
に短期利用認知症対応型共同生活介護の利用が必要と認めた者である場合には、短期入
所生活介護を参考に、定員を超えて受け入れを認めることとしてはどうか。

○ また、他の利用者の処遇に支障が生じないよう、上記の取扱いにおける要件として、
①入居者の居室は個室であること
②短期利用の利用者も含めて人員基準を満たしていること
③定員を超えて受け入れることができる利用者数は事業所ごとに１人までとすること

としてはどうか。

対応案
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【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 利用者がグループホームでの「ショートステイ」を選択する理由は、「グループホームのケア環
境が他の施設よりも適応しやすい」48.7％、「グループホームの利用者や職員等との馴染みの関係
がある」32.5％。

○ グループホームでショートステイを提供することの効果は、「地域に開かれたグループホームと
して、地域に暮らす認知症の人や家族のニーズに応えることができる」が62.4％と回答。

認知症対応型共同生活介護（短期利用①）

17

57.3 

48.7 

35.0 

32.5 

14.5 

6.0 

5.1 

0 20 40 60 80

グループホームの待機者である

グループホームのケア環境が他の施設

よりも適応しやすい

他のショートステイに空きがなかった

グループホームの利用者や職員等との

馴染みの関係がある

通常型ショートステイになじめなかった

その他

無回答

n=117 （％）

【利用者がグループホームでの『ショートステイ』を
選択する理由【複数回答】 （ｎ：事業所数） 】

83.8 

62.4 

28.2 

3.4 

6.0 

0 20 40 60 80 100

グループホーム入居前の体験入所とし

て機能する

地域に開かれたグループホームとし

て、地域に暮らす認知症の人や家族の

ニーズに応えることができる

在宅復帰後のフォローとして活用できる

その他

無回答

n=117 （％）

【グループホームでショートステイを提供することの効果
【複数回答】 （ｎ：事業所数） 】
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【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 空床利用のショートステイを実施していない理由として、「使用可能な居室がない」53.4％、
「いつ空きが出るか分からない」49.4％。

認知症対応型共同生活介護（短期利用②）

18

53.4 

49.4 

17.4 

15.6 

14.6 

12.6 

0.4 

0 20 40 60

使用可能な居室がない

いつ空きが出るかわからない

併設施設が実施している

利用ニーズがない

入居者の生活に影響を与えたくない

その他

無回答

n=506 （％）

【空床利用のショートステイを実施していない理由【複数回答】 （ｎ：事業所数） 】
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【出典】 平成27年老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業
「認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業報告書」

○ 介護保険外サービスとして、グループホーム定員以外のショートステイに利用できる「個室があ
る」もしくは「個室に準ずる設備がある」と回答した事業所は約１割であった。

【定員外のショートステイに利用できる個室もしくは個室に準ずる設備の有無（ｎ：事業所数）】

認知症対応型共同生活介護（短期利用③）

5.4
4.3

78.0

12.4
個室がある

個室に準ずる

設備がある

個室及び個室

に準ずる設備

はない
無回答

n=703
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認知症対応型通所介護について

20
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○ 共用型認知症対応型通所介護の利用定員の上限について、ユニット型の施設では利用者へのサービ
スがユニット単位で実施されていることを踏まえ、下記のとおり見直してはどうか。

【現行】

【見直し案】

入所（入居）定員
共用型認知症対応型通所介護

の利用定員

認知症対応型共同生活介護事業所 ・１ユニット9人以下 １ユニット当たり ： ３人以下

地域密着型特定施設
・29人以下

１施設当たり ： ３人以下地域密着型介護老人福祉施設

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 ・１ユニットおおむね10人以下

入所（入居）定員
共用型認知症対応型通所介護

の利用定員

認知症対応型共同生活介護事業所 ・１ユニット9人以下 １ユニット当たり ： ３人以下

地域密着型特定施設
・29人以下 １施設当たり ： ３人以下

地域密着型介護老人福祉施設

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 ・１ユニットおおむね10人以下
１ユニット当たり ： ユニットの

入居者と合わせて１２人以下

21

共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直しについて①

○ 共用型認知症対応型通所介護の利用定員の上限については、現行、認知症対応型共同生活介護事業
所のみ「ユニットごと」に１日当たり３人以下としている一方で、地域密着型特定施設などその他
の施設については、「施設ごと」に１日当たり３人以下としている。

○ 共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニットケアを行っている地域密着型介
護老人福祉施設については、利用定員数を見直してはどうか。

論点１

対応案
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【参考３】指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）

第４０条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
（１） １の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要

と認められる場合は、２人とすることができる。
（２） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設

けること。ただし、１のユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければならない。

※上記の設備基準は、参酌すべき基準。

共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直しについて②

【参考１】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）

（利用定員等）

第４６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所に

おいて同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。）は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活

住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指

定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下とする。

【参考２】共用型認知症対応型通所介護事業所数：584事業所（介護給付費等実態調査（平成29年4月審査分））
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外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による
機能訓練の推進（生活機能向上連携加算の創設）について

○ 現行の個別機能訓練加算は機能訓練指導員を専従で置く必要があるが、新たな職員を
雇用することが困難な事業所においても質の高い個別機能訓練を行えるようにするため
の評価を創設してはどうか。

論点２

○ 自立支援・重度化防止に資する通所介護を推進するため、認知症対応型通所介護事業
所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをす
ることについて評価してはどうか。

○ 具体的には、
訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型通所介護事業所を訪問
し、認知症対応型通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓
練計画を作成すること
リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価
し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと

を評価してはどうか。

※第１５０回介護給付費分科会における「通所介護の報酬・基準」での論点と同様

対応案
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通所介護における他事業所等のリハビリ専門職
との連携状況

○ 通所介護事業所における他事業所等のリハビリ専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士）との連携状況は、「連携している」が27.6％。 連携の効果も一定程度認められる。

24

27.6%
199

63.8%
459

8.6%
62

連携していない

連携している無回答

53.3

43.2 42.2

20.1

57.3

6.0 5.0 7.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

総数＝720

（％） （複数回答）

【出典】平成29年度老人保健事業推進費等補助金
老人保健健康増進等事業

「通所介護に関する調査研究事業」
（中間集計値）

社保審－介護給付費分科会

第150回（H29.11.8） 資料1
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介護保険におけるリハビリテーション・機能訓練の
提供イメージ

老人保健施設等

在宅復帰を目的とした継続
的・短期集中的なリハビリ

急性期・回復期

（医療保険）

生活期（維持期）

（介護保険）

発
症

PT,OT,ST等

医療機関・老人保健施設等

医
療
機
関

退 院

在宅復帰

生活機能低下

自 宅

在宅生活の継続・
機能維持を目的と
したリハビリ

通所リハビリ
集団・個別のリハビリ提供

訪問リハビリ
通所が困難な者に対して

個別のリハビリ提供

＜施設サービス＞ ＜居宅サービス＞

退院・在宅復帰

地域の通いの場
（自治会、サロン）

通所介護、

小多機 等

【卒業後】

役割づくり

【
パ
タ
ー
ン
①
】

医
療
機
関

自 宅

在宅生活の継続・
機能維持を目的と
した機能訓練

退院・在宅復帰

【
パ
タ
ー
ン
②
】

社会参加支援加算

連
携

※ 赤文字が平成30年度介護報酬改定で対応したい部分

25

通所介護、

小多機 等

社保審－介護給付費分科会

第150回（H29.11.8） 資料1
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＜参考＞ 通所系サービスの基本指針等の比較

通所リハ 通所介護 認知症対応型通所介護

サービスを提供
する施設

病院、診療所、介護老人保健施設 （－） （－）

医師の配置 専任の常勤医師１以上 （－） （－）

リ ハ ビ リ テ ー
ションを実施す
る理学療法士・
作業療法士・言
語聴覚士及び
機能訓練指導
員の配置

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
を単位ごとに利用者100人に１名以上
※所要時間１～２時間の通所リハビリ
テーションを行う場合であって、定期的
に適切な研修を修了している看護師、
准看護師、柔道整復師、あん摩マッサー
ジ師がリハビリテーションを提供する場
合は、これらの者を当該単位におけるリ
ハビリテーションの提供に当たる理学療
法士等として計算することができる。

機能訓練指導員 １以上
【指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準第93条第6項】
機能訓練指導員は、日常生活を営むの
に必要な機能の減退を防止するための
訓練を行う能力を有する者。この「訓練を
行う能力を有する者」とは、理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔
道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
の資格を有する者とする。

機能訓練指導員 １以上
【指定地域密着型サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第42条
第5項】
同左

基本方針

【指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準第110条】
要介護状態となった場合においても、そ
の利用者が可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう生活機能の
維持又は向上を目指し、理学療法、作
業療法その他必要なリハビリテーション
を行うことにより、利用者の心身の機能
の維持回復を図るものでなければなら
ない。

【指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準第92条】
要介護状態となった場合においても、そ
の利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう生活機能の維持
又は向上を目指し、必要な日常生活上の
世話及び機能訓練を行うことにより、①利
用者の社会的孤立感の解消及び②心身
の機能の維持並びに③利用者の家族の
身体的及び精神的負担の軽減を図るも
のでなければならない。

【指定地域密着型サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準第41条】
要介護状態となった場合においても、そ
の認知症である利用者が可能な限りその
居宅において、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう生
活機能の維持又は向上を目指し、必要な
日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ
とにより、①利用者の社会的孤立感の解
消及び②心身の機能の維持並びに③利
用者の家族の身体的及び精神的負担の
軽減を図るものでなければならない。

事業所数
（H28.3）

７，５１１事業所 ４３，４４０事業所 ３，７１９事業所

26

社保審－介護給付費分科会
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○ 認知症対応型通所介護の基本報酬は、２時間ごとの設定としている（３時間以上５時
間未満、５時間以上７時間未満、７時間以上９時間未満）。
※２時間以上３時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難な利用者が算定。

○ 通所介護と同様に、現行の基本報酬のサービス提供時間区分を見直してはどうか。

論点３

対応案

基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて

○ サービス提供実態を適切に評価する観点から、時間区分を１時間ごとに見直してはど
うか。

※第１５０回介護給付費分科会における「通所介護の報酬・基準」での論点と同様

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
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単
独
型
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

（１） ３時間以上４
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位

（２） ４時間以上５
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位

（３） ５時間以上６
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位

（４） ６時間以上７
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位

（５） ７時間以上８
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位

（６） ８時間以上９
時間未満

要介護１ ●単位
要介護２ ●単位
要介護３ ●単位
要介護４ ●単位
要介護５ ●単位 28

基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて【イメージ】

単
独
型
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

（１） ３時間以上５
時間未満

要介護１ 564単位
要介護２ 620単位
要介護３ 678単位

要介護４ 735単位
要介護５ 792単位

（２） ５時間以上７
時間未満

要介護１ 865単位
要介護２ 958単位
要介護３ 1,050単位
要介護４ 1,143単位
要介護５ 1,236単位

（３） ７時間以上９
時間未満

要介護１ 985単位
要介護２ 1,092単位
要介護３ 1,199単位

要介護４ 1,307単位
要介護５ 1,414単位

※単独型のイメージであるが、併用型、共用型のいずれも考え方は同じ。
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○ 省令上、単独型・併設型の設備は認知症対応型通所介護の専用でなければならないも
のの、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、この限りではないこととしている。
一方で、通知上、通所リハビリテーションが併設する場合の共用の取扱いのみ記載され
ており、訪問介護を併設する場合等の取扱いに疑義が生じていることから、対応が必要
ではないか。

論点４

○ 認知症対応型通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供
に支障がない場合は、
・基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
・基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能
であることを明確にしてはどうか。

○ その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合(※)を
除き、共用が可能であることを明確にしてはどうか。
※ 例えば、認知症対応型通所介護については、同一時間帯に同一の場所を用いて、一般の通所介護と一体的な形

で実施することは認められていない。

※第１５０回介護給付費分科会における「通所介護の報酬・基準」での論点と同様

対応案

設備に係る共用の明確化
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認知症対応型通所介護における設備に関する規定

○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生労働省令第34号）

（設備及び備品等）
第四十四条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を

有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提
供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

２ 略
３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければ

ならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限
りでない。

○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
（平成18年３月31日 老計発第0331004号,老振発第0331004号,老老発第0331017号）

第三 地域密着型サービス
三 認知症対応型通所介護
⑤ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所における設備に関する基準（第44条）
ハ 食堂及び機能訓練室

(ロ) 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の機能訓練室等と、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事
業所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペー
スについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。

・ 当該部屋等において、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の機能訓練室等と指定通所リハビリテーショ
ンを行うためのスペースが明確に区分されていること。

・ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、単独型・併設型指定認知
症対応型通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースとして使用さ
れる区分が、指定通所リハビリテーションの設備基準を満たすこと。
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各サービスにおける認知症関連加算
について
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認知症関連加算について

○ どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、認知症高齢者へ
の専門的なケアを評価する「認知症専門ケア加算」や、若年性認知症の方の受け入れを
評価する「若年性認知症利用者受入加算」について、現在加算制度が設けられていない
サービスにも創設してはどうか。

論点１

○ 現在、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に設けられている認知症専門ケア加算
（算定要件：認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ以上の者の占める割合が50％以
上、「認知症介護実践リーダー研修」の修了者を一定数以上配置 等）について、短期入
所生活介護、短期入所療養介護にも創設してはどうか。

○ 現在、通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受
入加算（算定要件：若年性認知症利用者ごと個別に担当者を定め、当該利用者の特性や
ニーズに応じたサービス提供を行うこと）について、小規模多機能型居宅介護、看護小
規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護（地域密着型サービス含む）にも創設
してはどうか。

○ 新たに創設される介護医療院についても、認知症の方が一定程度生活すると考えられ
ることから、介護療養型医療施設と同様に、認知症の方に対する体制を整備している施
設に対する評価を行うこととしてはどうか。

対応案
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主な認知症関連加算の設定状況

○BPSDの悪化により在宅生活
が困難となった認知症の方の

緊急入所
○若年性認知症の方の受入

○ 重度の認知症の方の受入や、
認知症介護に係る専門的な研修
を修了した職員配置など

認知症行動・心理症状緊急対応加算
・若年性認知症利用者受入加算
・若年性認知症入所者受入加算
・若年性認知症患者受入加算

・認知症専門ケア加算
・認知症加算

通所介護 ○ ○

通所リハビリテーション ○

地域密着型通所介護 ○ ○

認知症対応型通所介護 ○

小規模多機能型居宅介護 （追加案） ○

看護小規模多機能型居宅介護 （追加案） ○

短期入所生活介護 ○ ○ （追加案）

短期入所療養介護 ○ ○ （追加案）

特定施設入居者生活介護 （追加案） ○

認知症対応型共同生活介護 ○ ○ ○

地域密着型特定施設入居者生活介護 （追加案） ○

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ ○ ○

介護老人福祉施設 ○ ○ ○

介護老人保健施設 ○ ○ ○

介護療養型医療施設 ○ ○ ○

介護医療院 （追加案） （追加案） （追加案）

（注１） それぞれの加算について、サービスごとの目的により詳細な加算要件は異なる。

（注２） 通所リハビリテーション（、介護老人保健施設）には、認知症関連加算として、上記とは別に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算が設けられている。
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認知症に関連する介護報酬について（加算の概要①）

（１） 認知症の行動・心理症状への緊急対応や若年性認知症の受け入れへの評価

① 認知症行動・心理症状緊急対応加算
（短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）

○ 認知症高齢者等の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅で
の生活が困難になった者の緊急受入を評価。

（加算要件）
・ 「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急にサービスの利用が必要であると医師が判断している。
・ 介護支援専門員、受け入れ施設・事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設・事業所の利用を開始している。
・ 医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始している。
・ 次に掲げる者が、直接、サービスの利用を開始した場合には算定できない。

ａ 病院又は診療所に入院中の者
ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生

活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者
生活介護を利用中の者

・ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設・事業所も判断を行った医師名、日付及び利用
開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。

◆ ２００単位／日【入所日から７日を上限】
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認知症に関連する介護報酬について（加算の概要②）

③ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（通所リハビリテーション、介護老人保健施設）

○認知症の利用者及び入所者に対して生活機能の改善を目的に実施される短期集中的な個別リハビリテーションの実施を評価。

◆ 通所リハビリテーション （Ⅰ） ２４０単位／日（週２日まで）
◆ 通所リハビリテーション （Ⅱ） １，９２０単位／月

【退院（所）または通所開始日から３月以内】
◆ 介護老人保健施設 ２４０単位／日（週３日まで）

【入所（院）の日から３月以内】

（３） 医療ニーズ等への対応の評価

④ 精神科を担当する医師に係る加算（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

○認知症である入所者（医師が認知症と診断した者等）が全入所者の３分の１以上を占める場合において、精神科を担当する医師による定
期的な療養指導が月に２回以上行われていることを評価。

◆ ５単位／日

② ・若年性認知症利用者受入加算
（通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症

対応型共同生活介護）
・若年性認知症入所者受入加算（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設）
・若年性認知症患者受入加算 （介護療養型医療施設）

○若年性認知症者やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護
サービスを提供することについて評価。

（加算要件）
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている

◆ 通所 ： ６０単位／日
◆ 入所等 ： １２０単位／日 （※  特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所

短期入所療養介護費については６０単位／日）

（２） 認知症高齢者へのリハビリテーション等の評価
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認知症に関連する介護報酬について（加算の概要③）

（４） 専門的なケア提供体制に対する評価

⑦ 認知症専門ケア加算（特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）

○ 認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービ
スを提供することについて評価。
◆ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日
（加算要件）

・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２分の１以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は１名以上、20名以上の

場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケ
アを実施

・ 当該施設の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
◆ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日
（加算要件）

・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指
導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定

⑥ 医療連携体制加算（認知症対応型共同生活介護）

○ 環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続してグループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管
理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価。

◆ ３９単位／日

⑤ 認知症情報提供加算（介護老人保健施設）

○ 認知症の確定診断を促進し、より適切なサービスを提供する観点から、認知症のおそれのある介護老人保健施設入所者を認知症疾
患医療センター等に対して紹介することについて評価。

◆ ３５０単位／回（１回を限度）
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認知症に関連する介護報酬について（加算の概要④）

（５） 認知症高齢者への支援の評価

⑧ 認知症ケア加算（短期入所療養介護（介護老人保健施設）、介護老人保健施設）

○ 認知症専門病棟において日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから認知症の入所者（認知症高齢
者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）に対して介護保健施設サービス等の提供を行うことを評価。

◆ ７６単位／日

⑩ 認知症加算（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)

○厚生労働大臣が定める登録者に対して小規模多機能型居宅介護サービス等の提供を行うことを評価。
（加算要件）
◆ 認知症加算（Ⅰ） ８００単位／月 （認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）
◆ 認知症加算（Ⅱ） ５００単位／月 （要介護２であり、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅡに該当する者）

⑨ 認知症加算（通所介護、地域密着型通所介護)

○ 厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の利用者（認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者）に対して通所介
護サービス等の提供を行うことを評価。
（加算要件）

・ 人員基準に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保
・ 前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認め

られることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の20以上
・ サービスを提供する時間帯を通じて、専らサービスの提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修を修了した者を１名以上配置
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者
・ 認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成

◆ ６０単位／日
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認知症（急性を除く）の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の

介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする。

○１事業所あたり１又は２の共同生活住居（ユニット）を運営

○１ユニットの定員は、5人以上9人以下

○住宅地等に立地

○居室は、７．４３㎡ （和室４．５畳）以上で原則個室

○その他

居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他非常災害

に際して必要な設備

○介護従業者

日中：利用者３人に１人（常勤換算）

夜間：ユニットごとに１人

○計画作成担当者

ユニットごとに１人 （最低1人は介護支援専門員）
○管理者

３年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が

定める研修を終了した者が常勤専従

《利用者》 《設備》

《人員配置》 《運営》

○運営推進会議の設置

・利用者・家族・地域住民・外部有識者等から構成

・外部の視点で運営を評価

（基本的な考え方）

認知症対応型共同生活介護の概要
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要介護
1

759
単位
(747)

要介護
2

795
単位
(782)

要介護
3

818
単位
(806)

要介護
4

835
単位
(822)

要介護
5

852
単位
(838)

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

夜勤職員又は宿直職員の手
厚い配置
（1ユニット ５０単位）（２
ユニット以上 ２５単位）

定員を超えた利用や人員
配置基準に違反

（▲３０％）

緊急にサービスを利用する
ことが必要な者に対する
サービス提供

（200単位）※1

夜勤を行う職員の勤務条
件基準を満たさない場合

（▲3％）

若年性認知症利用者の受入

（120単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ（1日あたり）

※ 加算・減算は主なものを記載

看取り介護の実施

要支援
2

755
単位
(743)

退去時相談援助の実施

（400単位）※２

専門的な認知症ケアの実施
（3単位、4単位）

介護福祉士、常勤職員又は3
年以上勤務者を一定以上配
置
(18単位、12 単位、6単位)

医療連携体制の構築

（39単位）

※1 入居した日から7日を限度
※２ 利用者1人につき1回を限度

※ 括弧内は2ユニット以上

死亡日前4～30日: 144単位
前日及び前々日: 680単位
当日: 1,280単位

認知症対応型共同生活介護の介護報酬について
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＜単独型・併設型＞

○単位ごとの利用定員は、１２人以下

＜共用型＞

○介護保険の各サービスのいずれかについて３年以上実
績を有している事業所･施設であることが要件

○利用定員は、認知症対応型共同生活介護事業

所はユニットごとに、地域密着型特定施設等は各施設

ごとに、 １日当たり３人以下

【利用者】

＜単独型・併設型＞

○食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室

のほか、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備等を備える

○食堂及び機能訓練室

３㎡×利用定員以上の面積

＜単独型・併設型＞

○生活相談員 １人（事業所のサービス提供時

間に応じて１以上配置）

○看護職員又は介護職員

２人（１人＋単位のサービス提

供時間に応じて１以上配置）

○機能訓練指導員 １人以上

○管理者 厚生労働大臣が定める研修を

修了している者が、常勤専従

＜共用型＞

○従業者の員数

（認知症対応型共同生活介護事業所等の）各事業

ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な

数以上

○管理者 厚生労働大臣が定める研修を修了して

いる者が、常勤専従

【設備】

【人員配置】

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感の解消及び
心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることとする。

＜単独型＞特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等に併設されていない事業所
＜併設型＞特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等に併設されている事業所
＜共用型＞認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設の居間又は食堂、

共同生活室において認知症対応型通所介護を行う事業所

認知症対応型通所介護の概要
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単独型（併設型）

５
～
７

時
間

７
～
９

時
間

※（ ）内は併設型 、 [  ]内は共用型

865
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

1,236
単位1,143

単位1,050
単位958

単位836
単位

749
単位

（1,109）
[502]（1,026）

[486]（944）
[470]（861）

[454]（778）
[439]（751）

[430]
（673）
[407]

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所類型に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の介護報酬のイメージ（1回あたり）

※加算・減算は主なものを記載

入浴介助の実施
（50単位）

個別機能訓練の実施
（27単位）

若年性認知症利用者の
受け入れ

（60単位）

介護福祉士や3年以上
勤務者を一定以上配置
(18単位、12 単位、6単位)

口腔機能向上サービス
の実施

（150単位／回）

栄養改善サービスの実
施

（150単位／回）

定員を超えた利用や人
員配置基準に違反

（▲３０％）

※ その他、２～３時間、３～５時間のサービス提供時間がある。

認知症対応型通所介
護と同一の建物に居
住する者へのサービ
ス提供

（▲９４単位）
送迎を行わない場合

（▲４７単位）※

※ 片道につき

認知症対応型通所介護の介護報酬について

※（ ）内は併設型 、 [  ]内は共用型

985
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

1,414
単位1,307

単位1,199
単位1,092

単位952
単位852

単位

（1,172）
[560]

（1,267）
[579]

（1,076）
[542]（980）

[524]
（885）
[506]（766）

[469]
（855）
[496]
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社会保障審議会 介護給付費分科会長 

 

田 中  滋 殿 

2017 年 11 月 15 日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

常務理事 井 上  隆  

  

 大変恐縮ながら、所用により参加できませんので、本日の議題につきまして、

下記のとおり意見を提出いたします。 

 

記 

【総論】 

 これまでの議論で示された、論点および対応案では、給付の充実（評価の新

設や要件の緩和等）の観点が多く、制度の持続可能性の維持に不可欠な適正化

の観点が不充分であると感じられる。 

 今後の検討に当たっては、個別項目の見直しによる給付費・保険料への影響

を十分考慮した上で、適正化・重点化・効率化を一層推進し、メリハリのある

報酬体系とするべく議論を進めていただきたい。 

 

【介護老人福祉施設の報酬・基準について】 

○自立支援・重度化防止に資する介護の推進について 

 外部のリハビリ専門職との連携による機能訓練のマネジメントを評価する場

合、当面は、従来の専従の配置による現行の加算の報酬と差別化し、効果を評

価するプロセスが必要と考える。 

 

○小規模介護福祉施設及び旧措置入所者介護福祉施設の基本報酬見直し 

 報酬体系の簡素化や報酬の均衡の観点から、速やかに通常の介護福祉施設の

基本報酬に統合していくべきである。 

 

【特定施設入居者生活介護】 

○入居者の医療ニーズへの対応について 
 医療機関を退院した者の受け入れについて仮に評価を新設する場合、医療機

関との連携や調整等の内容について具体的な要件を設定する必要があるのでは

ないか。 

社保審－介護給付費分科会 
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【短期入所生活介護】 
○外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の推進について  

 機能訓練のマネジメントについては、当該事業所に専従する専門職によって

行われるケースと、外部の専門職との連携によって行われるケースで効果の違

いを把握する必要がある。外部のリハビリ専門職との連携による機能訓練のマ

ネジメントを評価する場合、当面は、従来の専従の配置による現行の機能訓練

関連加算の報酬と差別化するべき。 

 この点、認知症対応型通所介護についても同様の対応を行うべきである。 

 

○多床室の基本報酬の適正化について 
 従来型個室の基本報酬と統一し、適正化するべき。 

 

【認知症対応型共同生活介護】 
○サービス提供時間区分の見直し 

 サービス提供実態を適切に評価する観点から、基本報酬のサービス提供時間

区分を１時間ごととする方向に賛同する。本見直しは、サービスの向上とは直

接関係がないため、少なくとも給付が増加しない方向で時間区分あたりの報酬

を設定すべき。 

 

○現在加算が設けられていないサービスへの認知症関連加算の創設 

 どのサービスにおいても、認知症の方に適切なサービスを提供するとの考え

方は理解するが、関連する加算の点数設定については、加算の対象範囲拡大に

よる利用者負担や保険財政への影響を踏まえつつ、検討するべきと考える。 

 

以 上 
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